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(57)【要約】
【課題】大型化をともなうことなく繰出状態におけるレ
ンズの有効光路範囲を広げるとともに、沈胴状態におけ
る鏡筒の薄型化を図ることができるレンズ装置および撮
像装置を提供すること。
【解決手段】沈胴状態と繰出状態との間において伸縮可
能な鏡筒を備えたレンズ装置１００において、沈胴状態
では光路を閉じる閉じ位置に繰出状態では光路を開く開
き位置に位置付けられるバリア羽根２１５を駆動部材に
よって駆動して開閉する際に、バリア羽根２１５を開閉
するための駆動部材の回動にともなって第１レンズ保持
枠２１３を光軸方向に移動するようにした。第１レンズ
保持枠２１３は、光軸方向における第１レンズ群２１２
のバリア羽根２１５に対する位置が、沈胴状態よりも繰
出状態の方が対物側に位置するように移動する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光路長が最短となる沈胴状態と光路長が最長となる繰出状態との間において伸縮可能な
鏡筒を備えたレンズ装置において、
　光軸に交差する平面内において前記鏡筒の内周側であって光路から退避した位置に設け
られた回動軸を中心として回動可能とされ、回動することによって前記沈胴状態では前記
光路を閉じる閉じ位置に位置付けられ、前記繰出状態では前記光路を開く開き位置に位置
付けられるバリア羽根と、
　前記バリア羽根とともに回動する羽根回動部あるいは前記バリア羽根に連結される連結
部を備えるとともに前記光軸を中心として回動可能に設けられ、回動することによって前
記バリア羽根を回動させる羽根回動部材と、
　前記鏡筒内において対物レンズを保持するとともに前記光軸を中心として回動可能とさ
れ、前記光軸を中心とする回動にともなって前記光軸方向に移動するレンズ枠と、
　前記レンズ枠とともに回動するレンズ枠回動部あるいは前記レンズ枠に連結される連結
部を備えるとともに前記光軸を中心として回動可能に設けられ、前記羽根回動部材の回動
にともなって回動することによって前記レンズ枠を回転させるレンズ枠回動部材と、
　を備え、
　前記レンズ枠は、前記光軸方向における前記対物レンズの前記バリア羽根に対する位置
が、前記沈胴状態よりも前記繰出状態の方が対物側に位置するように移動することを特徴
とするレンズ装置。
【請求項２】
　前記羽根回動部材あるいは前記バリア羽根に連結される連結部と、前記レンズ枠回動部
あるいは前記レンズ枠に連結される連結部とは単一の部材を構成し、前記光軸を中心とし
て回動可能とされた単一の部材に設けられていることを特徴とする請求項１に記載のレン
ズ装置。
【請求項３】
　前記レンズ枠は、前記光軸方向における前記対物レンズの位置が、前記閉じ位置にある
前記バリア羽根よりも接眼側であって前記開き位置にある前記バリア羽根よりも対物側に
位置するように移動することを特徴とする請求項１または２に記載のレンズ装置。
【請求項４】
　撮像素子と、
　前記撮像素子に外光を入射させる光路を形成する請求項１～３のいずれか一つに記載の
レンズ装置と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、沈胴機構を有するレンズ装置および当該レンズ装置を備えた撮像装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　光路長が最短となるように収縮した沈胴状態と光路長が最長となるように伸長した繰出
状態との間において光路長を調整することを可能とした、いわゆる沈胴機構を有するレン
ズ装置があった。沈胴機構を有するレンズ装置は、伸縮可能に構成された鏡筒と鏡筒の内
側に設けられた複数のレンズ（レンズ群）とを備えており、沈胴状態であるか繰出状態で
あるかに応じて光軸方向における鏡筒の寸法およびレンズ間の距離を調整するようにして
いる。このようなレンズ装置をコンパクトカメラなどに用いる場合、沈胴状態におけるレ
ンズ装置の小型化を図るためには、たとえば、沈胴状態における複数のレンズ間の距離を
極力小さくし、複数のレンズが占有する体積をコンパクトにする必要がある。
【０００３】
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　レンズ装置には、非使用時のレンズ（対物レンズ）を保護するために、沈胴状態におい
て光軸方向における対物側からレンズを覆うバリア羽根を備えたものがある。バリア羽根
は、繰出状態においてはレンズの有効光路範囲より外周側に退避する。このようなバリア
羽根を備えたレンズ装置において、広角化を図るためにレンズの有効光路範囲を広く確保
すると、バリア羽根の退避位置は広くなった有効光路範囲よりもさらに外周側となるため
、鏡筒の外径寸法が大きくなり、レンズ装置が大型化してしまう。
【０００４】
　この対策として、従来、たとえば閉じる位置（バリアー閉状態時）ではもっとも対物側
に配置されたレンズよりも対物側に位置し、開く位置（バリアー開状態時）では対物側に
配置されたレンズよりも接眼側に位置するように移動するバリア羽根によって、鏡筒の外
径を大きくすることなく有効光路範囲を広くするようにした技術があった（たとえば、下
記特許文献１を参照。）。
【０００５】
　また、沈胴機構を有するレンズ装置をコンパクトカメラなどに用いる場合、小型化しつ
つもレンズ装置に対する高倍率化の要求が高くなるが、高倍率化するためにレンズの数を
増加したり、繰出状態における光路長をさらに伸長できるように構成すると、沈胴状態に
おけるレンズ装置の光軸方向における寸法の縮小化（以下「レンズ装置の薄型化」という
）の弊害となってしまう。
【０００６】
　この対策として、従来、たとえば、もっとも対物（被写体）側に設けられたレンズ（対
物レンズ）の一部が、バリア羽根を支持するバリアベースと光軸方向において重複する位
置に形成した技術（たとえば、下記特許文献２を参照。）や、バリア羽根の対物側を覆う
前板（バリア板）に、もっとも対物側に配置されるレンズの凸面に対応する凹面を形成し
、バリア板とレンズとの接触を回避するようにした技術（たとえば、下記特許文献３を参
照。）などがあった。
【０００７】
【特許文献１】特開平７－２２５４０９号公報
【特許文献２】特開２００３－２１５４２８号公報
【特許文献３】特開２００２－２８６９９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された従来の技術では、鏡筒の外径を大きく
することなく繰出状態（バリア開状態）における有効光路範囲を広くすることができるが
、沈胴状態（バリア閉状態）においてはバリア羽根がレンズと重ならない位置までバリア
機構を光軸方向における対物側に移動させる必要があり、沈胴状態におけるレンズ装置の
薄型化を図ることができないという問題があった。
【０００９】
　また、上述した特許文献２に記載された従来の技術では、光軸方向においてレンズに重
なる位置に形成されるのはバリア羽根ではなくバリアベースであり、バリア羽根は光軸方
向においてレンズに重ならないようにレンズよりも対物側に配置しなくてはならない。こ
のため、沈胴状態におけるレンズ装置の薄型化を図ることができないという問題があった
。
【００１０】
　さらに、特許文献２に記載された従来の技術では、繰出状態におけるバリア羽根の位置
が障害となるため、鏡筒の外径を大きくせずに有効光路範囲を広くすることはできない。
有効光路範囲を広くするためには、バリア羽根の退避位置が広くなった有効光路範囲より
もさらに外周側となって鏡筒の外径寸法が大きくなってしまい、レンズ装置が大型化して
しまうという問題があった。
【００１１】
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　また、上述した特許文献３に記載された従来の技術では、バリア板自体の薄型化が進ん
でいることからバリア羽根に凹面を形成することを可能とする程度に肉厚なバリア板を設
けることは困難であるという問題があった。
【００１２】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、大型化をともなうことな
く繰出状態におけるレンズの有効光路範囲を広げるとともに、沈胴状態における鏡筒の薄
型化を図ることができるレンズ装置および撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかるレンズ装置は、光路長
が最短となる沈胴状態と光路長が最長となる繰出状態との間において伸縮可能な鏡筒を備
えたレンズ装置において、光軸に交差する平面内において前記鏡筒の内周側であって光路
から退避した位置に設けられた回動軸を中心として回動可能とされ、回動することによっ
て前記沈胴状態では前記光路を閉じる閉じ位置に位置付けられ、前記繰出状態では前記光
路を開く開き位置に位置付けられるバリア羽根と、前記バリア羽根とともに回動する羽根
回動部あるいは前記バリア羽根に連結される連結部を備えるとともに前記光軸を中心とし
て回動可能に設けられ、回動することによって前記バリア羽根を回動させる羽根回動部材
と、前記鏡筒内において対物レンズを保持するとともに前記光軸を中心として回動可能と
され、前記光軸を中心とする回動にともなって前記光軸方向に移動するレンズ枠と、前記
レンズ枠とともに回動するレンズ枠回動部あるいは前記レンズ枠に連結される連結部を備
えるとともに前記光軸を中心として回動可能に設けられ、前記羽根回動部材の回動にとも
なって回動することによって前記レンズ枠を回転させるレンズ枠回動部材と、を備え、前
記レンズ枠は、前記光軸方向における前記対物レンズの前記バリア羽根に対する位置が、
前記沈胴状態よりも前記繰出状態の方が対物側に位置するように移動することを特徴とす
る。
【００１４】
　この発明によれば、繰出状態におけるレンズのバリア羽根に対する位置が沈胴状態より
も対物側に移動するので、鏡筒の外径を大きくすることなくレンズの有効光路範囲を広げ
ることができるとともに、沈胴状態にあるレンズ装置の光軸方向における寸法を長くする
ことなく繰出状態における光路長をレンズ枠の移動距離分だけ長くすることができる。
【００１５】
　また、この発明にかかるレンズ装置は、上記の発明において、前記羽根回動部材あるい
は前記バリア羽根に連結される連結部と、前記レンズ枠回動部あるいは前記レンズ枠に連
結される連結部とは単一の部材を構成し、前記光軸を中心として回動可能とされた単一の
部材に設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　この発明によれば、バリア羽根とレンズ枠とを１つの部材で同時に回動させることがで
きるので、少ない部品点数でバリア羽根およびレンズ枠を連動して回動させるとともに、
バリア羽根とレンズとが互いに干渉したり接触したりすることを確実に回避することがで
きる。
【００１７】
　また、この発明にかかるレンズ装置は、上記の発明において、前記レンズ枠が、前記光
軸方向における前記対物レンズの位置が、前記閉じ位置にある前記バリア羽根よりも接眼
側であって前記開き位置にある前記バリア羽根よりも対物側に位置するように移動するこ
とを特徴とする。この発明によれば、繰出状態におけるレンズの有効光路範囲を格段に広
くすることができる。
【００１８】
　また、この発明にかかる撮像装置は、撮像素子と、前記撮像素子に外光を入射させる光
路を形成する上記のレンズ装置と、を備えたことを特徴とする。この発明によれば、沈胴
状態における薄型化を図ったレンズ装置によって撮像装置の小型化を図るとともに、繰出
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状態においては広角画像を良好に撮像することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明にかかるレンズ装置および撮像装置によれば、大型化をともなうことなく繰出
状態におけるレンズの有効光路範囲を広げるとともに、沈胴状態における鏡筒の薄型化を
図ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかるレンズ装置および撮像装置の好適な実施
の形態を詳細に説明する。
【００２１】
　まず、この発明にかかる実施の形態のレンズ装置について説明する。図１は、この発明
にかかる実施の形態のレンズ装置を示す説明図である。図１においては、この発明の実施
の形態にかかるレンズ装置を、光軸方向に沿って対物側から見た状態を示している。図１
において、この発明の実施の形態にかかるレンズ装置１００は、略円筒形状からなる鏡筒
１０１と、鏡筒１０１の外周に設けられた鏡筒駆動用のモータ１０２とを備えている。
【００２２】
　モータ１０２は、鏡筒駆動用のモータ１０２であり、たとえば電源ＯＮ／ＯＦＦに際し
て鏡筒１０１における光路長の変更などに際して駆動する。モータ１０２としては、具体
的には、たとえばステッピングモータなどを用いることが可能とされている。レンズ装置
１００の状態は、電源ＯＦＦ時など非撮像状態となる沈胴状態や、電源ＯＮ時など撮像が
可能な状態となる繰出状態などがある。
【００２３】
　図２および図３は、この発明にかかる実施の形態のレンズ装置１００を示す説明図であ
る。図２および図３においては、レンズ装置１００を光軸を通る平面で切断した断面を示
している。図２においては沈胴状態におけるレンズ装置１００を示し、図３においては繰
出状態におけるレンズ装置１００を示している。
【００２４】
　図２および図３において、鏡筒１０１は、図示を省略する撮像装置本体に取り付けられ
る鏡筒２０１を備えている。鏡筒２０１は略円筒形状をなし、鏡筒２０１の内周側には複
数の鏡筒２０２、２０３、２０４、２０５が設けられている。鏡筒２０２は、鏡筒２０１
に対して光軸方向に移動可能に設けられている。
【００２５】
　鏡筒２０３は、鏡筒２０２の外周側に設けられて鏡筒２０２とともに光軸方向に移動す
る。鏡筒２０４は、鏡筒２０３の外周側に設けられており、鏡筒２０３とともに光軸方向
に移動する。これによって、鏡筒２０２、２０３、２０４は、光軸方向に一体的に移動す
る。鏡筒２０５は、光軸を中心とする円の半径方向における鏡筒２０３、２０４間に設け
られ、光軸方向において鏡筒２０２、２０３、２０４に対して相対的に移動可能とされて
いる。
【００２６】
　鏡筒２０２～２０５は、沈胴状態においては光路長が最短となるように撮像装置本体側
に位置付けられる。撮像装置本体には、図示を省略するシャッターボタンや操作用の各種
ボタンやタッチパネル、液晶パネルなどが設けられている。繰出状態においては、鏡筒２
０１に対して鏡筒２０２～２０４が対物側に移動し、鏡筒２０２～２０４に対して鏡筒２
０５が撮像側に移動する。これによって、鏡筒１０１は繰出状態において最長となる光路
を形成する。
【００２７】
　また、鏡筒２０１の内周側に鏡筒２０６が設けられている。鏡筒２０６は、鏡筒２０１
の内周側において鏡筒２０２～２０５よりも接眼側に設けられており、鏡筒２０１に対し
て固定されている。鏡筒２０６は、鏡筒２０６の内周側に設けられて、撮像素子２０７に
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入射する光の焦点を調節する第３レンズ群２０８を備えている。
【００２８】
　第３レンズ群２０８は、第３レンズ群２０８を構成する１または複数のレンズを保持す
る第３レンズ保持枠２０９を備えており、第３レンズ保持枠２０９を介して鏡筒２０６に
連結されている。第３レンズ保持枠２０９は、光軸方向において鏡筒２０６に対して相対
的に移動可能に設けられている。
【００２９】
　撮像素子２０７は、たとえばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）
を用いることが可能であり、光軸方向に直交する平面内において移動可能に設けられてい
る。これによって、たとえば手ぶれなどの振動に起因する画像ブレを補正することができ
る。
【００３０】
　鏡筒２０２の内周側には、第２レンズ群２１０が設けられている。第２レンズ群２１０
は、第２レンズ群２１０を構成する１または複数のレンズを保持する第２レンズ保持枠２
１１を備えている。第２レンズ保持枠２１１は、光軸方向において鏡筒２０１に対して相
対的に移動可能に設けられている。
【００３１】
　鏡筒２０５の内周側には、第１レンズ群２１２が設けられている。第１レンズ群２１２
は、第１レンズ群２１２を構成する１または複数のレンズを保持する第１レンズ保持枠２
１３を備えている。第１レンズ保持枠２１３は、鏡筒２０５に対して光軸方向に相対的に
移動可能に設けられている。
【００３２】
　鏡筒２０５において、第１レンズ群２１２よりも対物側には、バリア機構２１４が設け
られている。バリア機構２１４は、複数（この実施の形態においては２枚）のバリア羽根
２１５を備えている。バリア羽根２１５は、光路から退避した位置に設けられた回動軸（
図４および図６における符号４０１を参照）を中心として、光軸に交差する平面内におい
て回動可能とされている。
【００３３】
　バリア羽根２１５は、回動軸を中心として回動することによって、光路を開く位置（以
下「開き位置」という）、または、光路を閉じる位置（以下「閉じ位置」という）、のい
ずれか一方の位置に選択的に位置付けられる。回動軸は、図示を省略するベース板などに
よって位置固定されている。ベース板は、鏡筒２０５に固定されている。
【００３４】
　鏡筒２０５は、前板２１６を備えている。前板２１６は、光軸方向において、光路から
退避した位置であって２枚のバリア羽根２１５より対物側となる位置に設けられている。
前板２１６は、バリア羽根２１５の鏡筒２０５からの脱落を防止するとともに、鏡筒１０
１内に第１レンズ以外から外光が入り込むことを防止する。
【００３５】
　つぎに、バリア機構２１４について説明する。図４、図５、図６および図７は、バリア
機構２１４を示す説明図である。図４においては沈胴状態にあるバリア機構２１４を接眼
側から見た状態を示しており、図５においては図４におけるＡ－Ａ断面を示している。図
６においては沈胴状態にあるバリア機構２１４を接眼側から見た状態を示しており、図７
においては図６におけるＡ－Ａ断面を示している。
【００３６】
　図４、図５、図６および図７において、バリア機構２１４は、２枚のバリア羽根２１５
を備えている。バリア羽根２１５は、それぞれ、光軸に交差する平面内において光路から
退避した位置に設けられた回動軸４０１を備え、この回動軸４０１を中心として回動可能
とされている。バリア羽根２１５は、回動することによって、沈胴状態では光路を閉じる
閉じ位置に、繰出状態では光路を開く開き位置に位置付けられる。
【００３７】
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　２枚のバリア羽根２１５は、それぞれ駆動レバー４０２を備えている。駆動レバー４０
２は、バリア羽根２１５の接眼側に設けられており、各バリア羽根２１５から光軸に平行
に突出している。駆動レバー４０２は、光路から退避した位置に設けられている。駆動レ
バー４０２は、光軸方向においてバリア羽根２１５よりも接眼側において、回転環４０３
に連結されている。
【００３８】
　回転環４０３は、光路を開放する環形状をなし、光軸を中心として回転可能に設けられ
ている。回転環４０３には、上述した駆動レバー４０２が係合されている。駆動レバー４
０２は、回転環４０３の回転にともなって光軸を中心として回転する。これによって、２
枚のバリア羽根２１５は、回転環４０３の回転にともなって光軸を中心として回転する。
この実施の形態においては、回転環４０３によって羽根回動部材およびレンズ枠回動部材
が実現されている。
【００３９】
　回転環４０３には、複数（この実施の形態においては２つ）のバリア作動バネ４０４が
取り付けられている。バリア作動バネ４０４は、圧縮スプリングであって、一端が回転環
４０３に固定され、他端が鏡筒２０５に対して固定されている。バリア作動バネ４０４は
、バリア羽根２１５を開き位置に位置付ける方向に回転環４０３が回転するように、回転
環４０３を付勢している。バリア作動バネ４０４は、バリア羽根２１５が開き位置側から
閉じ位置側に回転する際に伸長し、回転環４０３を開き位置に位置付ける方向に付勢する
。
【００４０】
　図４および図６において、符号４０５は、バリア羽根回転レバーを示している。バリア
羽根回転レバー４０５は、回転環４０３に一体的に設けられており、回転環４０３の外周
端から光軸を中心とする円の半径方向に延出するとともに、光路から退避した位置におい
て接眼側に屈曲されている。バリア羽根回転レバー４０５は、駆動部材４０６の移動軌跡
に干渉する位置に設けられている。
【００４１】
　この実施の形態においては、バリア羽根回転レバー４０５によって羽根回動部が実現さ
れている。バリア羽根回転レバー４０５は、バリア羽根２１５に直接設けられていてもよ
い。また、この実施の形態においては、駆動部材４０６によって、連結部を備える羽根回
動部材が実現されている。
【００４２】
　駆動部材４０６は、バリア羽根回転レバー４０５に離間可能に当接する形状をなし、光
軸を中心として回動可能とされている。駆動部材４０６は、沈胴状態において、バリア羽
根回転レバー４０５を図４における矢印ＣＬ方向に付勢するとともに図４に示した位置に
回転環４０３を位置付けるように、回転環４０３に当接している。駆動部材４０６は、繰
出状態においては、図４に示す位置から図６における矢印ＯＰ方向に回動し、図６に示し
た位置に移動する。これにより、バリア羽根回転レバー４０５に対する駆動部材４０６の
付勢力が解除される。
【００４３】
　回転環４０３は、バリア作動バネ４０４によってバリア羽根２１５を開き位置に位置付
ける方向に付勢されているため、バリア羽根回転レバー４０５に対する駆動部材４０６の
付勢力が解除されると、バリア作動バネ４０４の付勢力によってバリア羽根２１５を開き
位置に位置付ける方向に回動する。これによって、繰出状態においてはバリア羽根２１５
が開き位置に位置付けられる。
【００４４】
　また、沈胴状態から繰出状態への移行に際して、鏡筒２０５が対物側に移動すると、光
軸方向におけるバリア羽根回転レバー４０５の位置が駆動部材４０６の回転軌跡位置に干
渉しなくなる。これにより、バリア羽根回転レバー４０５に対する駆動部材４０６の付勢
力が完全に解除される。
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【００４５】
　つぎに、第１レンズ群２１２の保持機構について説明する。図８、図９、図１０、図１
１、図１２および図１３は、第１レンズ群２１２の保持機構を示す説明図である。図８に
おいては沈胴状態にある第１レンズ群２１２およびその周辺を、接眼側から見た状態を示
している。図９においては図８におけるＢ矢視状態を示し、図１０においては図８におけ
るＣ－Ｃ断面を示している。
【００４６】
　図１１においては繰出状態にある第１レンズ群２１２およびその周辺を、接眼側から見
た状態を示している。図１２においては図１１におけるＢ矢視状態を示し、図１３におい
ては図１１におけるＣ－Ｃ断面を示している。図８、図９、図１０、図１１、図１２およ
び図１３において、第１レンズ保持枠２１３は、第１レンズ保持枠２１３の外周面から、
光軸を中心とする円の半径方向に突出するレンズ枠カムピン８０１を備えている。レンズ
枠カムピン８０１は、光軸を中心とする同一円周上において複数（この実施の形態におい
ては３つ）配置されている。レンズ枠カムピン８０１は、同一円周上において等間隔に配
置されている。
【００４７】
　レンズ枠カムピン８０１は、鏡筒２０５に設けられたカム溝９０１に挿入されており、
カム溝９０１内において移動可能とされている。カム溝９０１は、光軸方向に対して傾斜
する方向を長手方向とする傾斜溝９０１ａと、この傾斜溝９０１ａの両端に設けられてそ
れぞれが光軸に対して直交するとともに互いに離間する方向を長手方向とする水平溝９０
１ｂ、９０１ｃと、によって形成されている。
【００４８】
　光軸方向において、水平溝９０１ｂよりも水平溝９０１ｃの方が接眼側に設けられてい
る。これにより、第１レンズ保持枠２１３は、レンズ枠カムピン８０１が水平溝９０１ｂ
に位置付けられている場合よりも、水平溝９０１ｃに位置付けられている場合の方が、接
眼側に位置付けられる。第１レンズ群２１２は、レンズ枠カムピン８０１が水平溝９０１
ｂに位置付けられている場合に、第１レンズ群２１２の対物側の端面位置が、光軸方向に
おいてバリア羽根２１５の接眼側の端面位置よりも接眼側に位置するように位置付けられ
る。
【００４９】
　第１レンズ保持枠２１３は、レンズ繰り出しバネ８０２によって、レンズ枠カムピン８
０１が水平溝９０１ｂに位置付けられる方向に付勢されている。レンズ繰り出しバネ８０
２は、圧縮スプリングであって、一端が第１レンズ保持枠２１３に固定され、他端が鏡筒
２０５に対して固定されている。
【００５０】
　レンズ繰り出しバネ８０２は、レンズ枠カムピン８０１が水平溝９０１ｂに位置付けら
れる方向に第１レンズ保持枠２１３が回転するように第１レンズ保持枠２１３を付勢する
。レンズ繰り出しバネ８０２は、レンズ枠カムピン８０１が水平溝９０１ｂ側から水平溝
９０１ｃ側に回転する際に伸長し、第１レンズ保持枠２１３を水平溝９０１ｂに位置付け
る方向に付勢する。
【００５１】
　第１レンズ保持枠２１３は、レンズ枠回転レバー８０３を備えている。レンズ枠回転レ
バー８０３は、第１レンズ保持枠２１３に一体的に設けられており、第１レンズ保持枠２
１３の外周面から光軸を中心とする円の半径方向に延出するとともに、光路から退避した
位置において接眼側に屈曲されている。
【００５２】
　この実施の形態においては、レンズ枠回転レバー８０３によってレンズ枠回動部が実現
されている。レンズ枠回転レバー８０３は、第１レンズ保持枠２１３とともに回動可能な
別の部材に設けられていてもよい。また、この実施の形態においては、駆動部材４０６に
よって、連結部を備えるレンズ枠回動部材が実現されている。
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【００５３】
　駆動部材４０６は、沈胴状態において、レンズ枠回転レバー８０３を図８における矢印
ＣＬ方向に付勢するとともに図８に示した位置に第１レンズ保持枠２１３を位置付けるよ
うに、第１レンズ保持枠２１３に当接している。駆動部材４０６は、繰出状態において、
図８に示す位置から図１１における矢印ＯＰ方向に回動し、図１１に示した位置に移動す
る。これにより、レンズ枠回転レバー８０３に対する駆動部材４０６の付勢力が解除され
る。
【００５４】
　第１レンズ保持枠２１３は、レンズ繰り出しバネ８０２によってレンズ枠カムピン８０
１が水平溝９０１ｂに位置付けられる方向に付勢されているため、レンズ枠回転レバー８
０３に対する駆動部材４０６の付勢力が解除されると、レンズ繰り出しバネ８０２の付勢
力によって、レンズ枠カムピン８０１がカム溝９０１内を水平溝９０１ｃから水平溝９０
１ｂ方向へ移動する。レンズ枠カムピン８０１が水平溝９０１ｃから水平溝９０１ｂ方向
にカム溝９０１内を移動すると、光軸方向における第１レンズ保持枠２１３の鏡筒２０５
に対する相対的な位置が変化し、第１レンズ群２１２が対物側に移動する。
【００５５】
　沈胴状態から繰出状態への移行に際して、第１レンズ群２１２を光軸方向における対物
側に移動させた場合にも、第１レンズ群２１２が対物側に移動する際には既にバリア羽根
２１５が開き位置に位置付けられており、第１レンズ群２１２とバリア羽根２１５とが干
渉することはない。
【００５６】
　この実施の形態においては、バリア羽根２１５の閉じ位置から開き位置への回動と、第
１レンズ群２１２の接眼側から対物側への移動と、を同一の駆動部材４０６によっておこ
なっているため、部品点数を増加することなく、バリア羽根２１５が閉じ位置から開き位
置に回動するタイミングと、第１レンズ群２１２が接眼側から対物側へ移動するタイミン
グと、を確実に同期させることができる。これによって、第１レンズ群２１２とバリア羽
根２１５とが干渉することはない。
【００５７】
　また、この実施の形態においては、バリア羽根２１５の開き位置から閉じ位置への回動
と、第１レンズ群２１２の対物側から接眼側への移動と、を同一の駆動部材４０６によっ
ておこなっているため、部品点数を増加することなく、バリア羽根２１５が開き位置から
閉じ位置に回動するタイミングと、第１レンズ群２１２が対物側から接眼側へ移動するタ
イミングと、を確実に同期させることができる。これによって、第１レンズ群２１２とバ
リア羽根２１５とが干渉することはない。
【００５８】
　操出状態における第１レンズ群２１２の位置は、光軸方向におけるバリア羽根２１５の
位置よりも対物側に突出していてもよい。これによって、第１レンズ群２１２の有効光路
範囲を一層広くすることができ、レンズ装置１００を大型化することなくレンズ装置１０
０の光路長を長くし、広角化を図ることができる。
【００５９】
　上述したように、この発明の実施の形態にかかるレンズ装置１００によれば、第１レン
ズ保持枠２１３は、光軸方向における第１レンズ群２１２のバリア羽根２１５に対する位
置が、バリア羽根２１５の開放にともなって、沈胴状態よりも繰出状態の方が対物側に位
置するように移動することを特徴とするため、鏡筒１０１の外径を大きくすることなく第
１レンズ群２１２を構成するレンズの有効光路範囲を広げることができるとともに、沈胴
状態にあるレンズ装置１００の光軸方向における寸法を長くすることなく繰出状態におけ
る光路長を第１レンズ保持枠２１３の移動距離分だけ長くすることができる。これによっ
て、繰出状態における有効光路範囲および光路長の長さを確保するとともに沈胴状態にお
ける鏡筒の薄型化を図ることができる。
【００６０】
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　また、この発明にかかる実施の形態のレンズ装置１００によれば、駆動レバー４０２に
連結される連結部とレンズ枠回転レバー８０３に連結される連結部とは単一の部材である
回転環４０３を構成し、光軸を中心として回動可能とされた単一の部材に設けられている
ことを特徴とするため、バリア羽根２１５とレンズ枠とを１つの部材で同時に回動させる
ことができるので、少ない部品点数でバリア羽根２１５および第１レンズ保持枠２１３を
連動して回動させるとともに、バリア羽根２１５とレンズとが互いに干渉したり接触した
りすることを確実に回避することができる。
【００６１】
　また、この発明にかかる実施の形態のレンズ装置１００によれば、第１レンズ保持枠２
１３が、光軸方向における第１レンズ群２１２の位置が、閉じ位置にあるバリア羽根２１
５よりも接眼側であって開き位置にあるバリア羽根２１５よりも対物側に位置するように
移動することを特徴とするため、繰出状態における第１レンズ群２１２の有効光路範囲を
格段に広くすることができる。これによって、繰出状態における有効光路範囲および光路
長の長さを確保するとともに沈胴状態における鏡筒の薄型化を図ることができる。
【００６２】
　以上説明したように、レンズ装置および撮像装置によれば、繰出状態における有効光路
範囲および光路長の長さを確保するとともに沈胴状態における鏡筒の薄型化を図ることが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　以上のように、この発明にかかるレンズ装置１００および撮像装置は、沈胴機構を備え
たレンズ装置および当該レンズ装置を備えた撮像装置に有用であり、特に、広角化および
ズーム機能が要求されるコンパクトカメラなどの小型の撮像装置およびこの撮像装置に適
用されるレンズ装置に適している。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】この発明にかかる実施の形態のレンズ装置を示す説明図（その１）である。
【図２】この発明にかかる実施の形態のレンズ装置を示す説明図（その２）である。
【図３】この発明にかかる実施の形態のレンズ装置を示す説明図（その３）である。
【図４】バリア機構を示す説明図（その１）である。
【図５】バリア機構を示す説明図（その２）である。
【図６】バリア機構を示す説明図（その３）である。
【図７】バリア機構を示す説明図（その４）である。
【図８】第１レンズ群の保持機構を示す説明図（その１）である。
【図９】第１レンズ群の保持機構を示す説明図（その２）である。
【図１０】第１レンズ群の保持機構を示す説明図（その３）である。
【図１１】第１レンズ群の保持機構を示す説明図（その４）である。
【図１２】第１レンズ群の保持機構を示す説明図（その５）である。
【図１３】第１レンズ群の保持機構を示す説明図（その６）である。
【符号の説明】
【００６５】
　１００　レンズ装置
　２０２、２０３、２０４、２０５　鏡筒
　２０７　撮像素子
　２１２　第１レンズ群
　２１３　第１レンズ保持枠
　２１４　バリア機構
　２１５　バリア羽根
　４０１　回動軸
　４０２　駆動レバー
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　４０３　回転環
　４０５　バリア羽根回転レバー
　４０６　駆動部材
　８０３　レンズ枠回転レバー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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